
 

品川区すくすく赤ちゃん訪問事業実施要綱 

 

制定 平成２７年４月１日 区長決定 

要綱第５５５号 

改正 令和４年２月２８日 区長決定 

要綱第８４号 

 

（目的） 

第１条 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１０条ならびに第１１条第１項および第

２項の規定に基づく保健指導ならびに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の

１０の２の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業（以下「すくすく赤ちゃん訪問事業」という。）

を実施し、母子に対し、発育、栄養、生活環境および疾病予防等育児上必要な事項について、

適切な指導を実施するとともに、異常の早期発見、治療等について助言し、もって育児の万

全を図ることを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 すくすく赤ちゃん訪問事業の対象は、区内在住の生後４カ月に達するまでの乳児のい

る家庭とする。なお、次に掲げる者がいる家庭においては特に重点をおくものとする。 

⑴ 第１子および第２子 

⑵ 妊娠中に母体に異常があった者、異常分娩の者 

⑶ 出生時または、生後に異常のあった者 

⑷ その他、区長が必要と認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、当該家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。 

⑴ 既に情報提供や養育環境の把握ができている場合 

⑵ すくすく赤ちゃん訪問事業の働きかけを行ったにもかかわらず、同意が得られない場合 

⑶ 乳児の入院、乳児の保護者の里帰り等により生後４カ月に達するまでに区内住所地に乳

児がいないことが見込まれる場合 

 

（事業内容） 

第３条 すくすく赤ちゃん訪問事業の内容は、次のとおりとする。 

⑴ すくすく赤ちゃん訪問事業の対象となる乳児（以下「対象乳児」という。）の保護者に

対して育児に関し必要な保健指導等を行うこと。 

⑵ 対象乳児およびその保護者の心身の状況ならびに養育環境の把握を行うこと。 

⑶ 対象乳児の保護者からの養育についての相談に応じ、助言その他の支援を行うこと。 

⑷ 対象乳児の保護者に対して子育てに関する情報の提供を行うこと。 

２ すくすく赤ちゃん訪問事業の具体的内容等は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指

導の実施について（平成８年１１月２０日児発第９３４号厚生省児童家庭局通知）および乳

児家庭全戸訪問事業ガイドラインについて（平成２１年３月１６日雇児発第０３１６００１

号）に基づき、別に定めるものとする。 

 

（指導員） 

第４条 医師、保健師、助産師等の資格を有する者で、区が実施するすくすく赤ちゃん訪問事

業の適切な実施のために必要な研修を受講し、区長が適当と認めた者を指導員として登録す

る。 

２ 登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の末日までとし、更新できる

ものとする。 

３ 区長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該指導員の登録を抹消すること



 

ができる。 

 ⑴ 心身の故障のため、職務遂行に支障がありまたはこれに耐えないとき。 

 ⑵ 職務上の義務に違反しまたは職務を怠ったとき。 

 ⑶ 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、区長が登録を抹消するに相当な理由があると認めたとき。 

 

（実施方法等） 

第５条 実施方法等は次のとおりとする。 

⑴ すくすく赤ちゃん訪問事業は、次の項目に掲げるいずれかの者が対象乳児の家庭を訪問

して行うものとする。 

ア 区職員 

イ 第４条による指導員のうち、区とすくすく赤ちゃん訪問事業委託契約を締結した者

（以下「訪問指導員」という。）。なお、訪問指導員は、区長が交付した訪問指導員証

を訪問指導の際に必ず携行しなければならない。 

ウ その他、区長が必要と認めた者 

⑵ 次の項目により、必要な対象者を把握する。 

ア 出生通知票 

イ 電話、口頭、郵便等による連絡 

ウ 医療機関からの連絡 

エ その他 

⑶ 時期および回数 

 原則、生後４か月以内に１回とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りで

はない。 

⑷ 訪問指示 

ア 区長は、第２号により対象を把握した場合は、速やかに「新生児等訪問指導票（様式

第１号）」（以下「訪問指導票」という。）に、出生通知票(写)を添付して訪問指導員

に交付する。 

イ この指示に基づき、訪問指導員は訪問指導および電話相談を行う。また、その他必要

に応じて区職員が訪問指導を行う。 

⑸ 記録および報告 

ア 区職員は訪問指導内容を、母子健康管理票に記録する。 

イ 訪問指導員は、訪問指導内容を「訪問指導票（様式第１号）」に必要事項を記入のう

え、「新生児・産婦育児相談（訪問）記録票（様式第２号）」とともに、区長に提出し、

報告する。 

ウ 訪問指導員は電話相談内容を「電話相談票（様式第３号）」に必要事項を記入のうえ、

「育児相談実施記録票（様式第４号）」とともに、区長に提出し、報告する。 

エ 区長は、前項の規定により記録した書類を母子健康管理票とともに保管するものとす

る。 

 

（家庭訪問後の支援等） 

第６条 家庭訪問を行った者は、対象乳児またはその保護者の疾病その他の異常を発見した場

合には、医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。 

２ 区長は、家庭訪問の結果、継続的支援の必要性が認められる家庭に対しては、別に定める

児童虐待防止会議若しくは協議会ケース会議（個別ケース検討会議）を開催し、支援の必要

性、具体的支援の内容等を決定し、当該決定に基づく必要な支援を行うものとする。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定める事項のほか、すくすく赤ちゃん訪問事業の実施に関し必要な事項は、



 

別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から、適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から、適用する。 


